
  

一 

令和 6 年 4 月 2 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３９２７号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

人
事
委
員
会
告
示 

○ 

令
和
四
年
度
採
用
候
補
者
名
簿
の
失
効 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
六
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

第
五
十
期
千
葉
県
労
働
委
員
会
委
員

使
用
者
委
員
・
労
働
者
委
員

候
補
者
の
推
薦 

 
 

 

一 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
干
潟
土
地
改
良
区
の
干
潟
地
区
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業

農

業
用
用
排
水
施
設
の
管
理

計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 

こ
の
認
可
に
つ
い
て
は

こ
の
認
可
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内

に

千
葉
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な
る

処

分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
お

こ
の
認
可
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ

て
も

こ
の
認
可
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

人

事

委

員

会

告

示 

千
葉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則

昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

第
二
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り

次
に
掲
げ
る
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
全
て
の
採
用
候
補
者
名
簿

を
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
を
も

て
失
効
さ
せ
た

 

 
 

令
和
六
年
四
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
職
員
採
用
上
級
試
験 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
職
員
採
用
中
級
試
験 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
職
員
採
用
初
級
試
験 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
市
町
村
立
学
校
事
務
職
員
採
用
中
級
試
験 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
市
町
村
立
学
校
事
務
職
員
採
用
初
級
試
験 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験

県
内
第
一
回

 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験

県
内
第
二
回

 

 

令
和
四
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験

県
外
共
同
募
集

 

公

告 

 
 

 

令
和
六
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施 

 

調
理
師
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号

第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年

度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
日
時 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
六
日

土
曜
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

Ｔ
Ｋ
Ｐ
ガ

デ
ン
シ
テ

千
葉 

 
 

千
葉
市
中
央
区
問
屋
町
一
番
四
五
号

千
葉
ポ

ト
ス
ク
エ
ア
内

 

三 

受
験
願
書
の
受
付
期
間 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
日

月
曜
日

か
ら
二
十
四
日

金
曜
日

ま
で 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

住
所
が
県
内
に
あ
る
者
は
住
所
地
の
所
轄
保
健
所
に

住
所
が
県
外
に
あ
る
者
は
千
葉
県
健
康
福
祉

部
健
康
づ
く
り
支
援
課
に
提
出
す
る
こ
と

 

  
 

 

第
五
十
期
千
葉
県
労
働
委
員
会
委
員

使
用
者
委
員
・
労
働
者
委
員

候
補
者
の
推
薦 

 
労
働
組
合
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号

第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
第
五

十
期
千
葉
県
労
働
委
員
会
委
員

使
用
者
委
員
・
労
働
者
委
員

の
推
薦
の
要
旨
は

次
の
と
お
り
で
あ

る

 

 
 

令
和
六
年
四
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

委
員
を
推
薦
で
き
る
者
等 

 

１ 

労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
者
委
員
又
は
労
働
者
委
員
を
推
薦
で

き
る
者
は

労
働
組
合
法
施
行
令

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号

第
二
十
一
条
第
一
項

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

4 

月

2

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３９２７号 令和 6 年 4 月 2 日 (火曜日) 

の
規
定
に
よ
り
県
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体
又
は
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と

こ
の
場
合

に
お
い
て

労
働
組
合
に
あ

て
は

労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す

る
こ
と
を
千
葉
県
労
働
委
員
会
で
立
証
し
た
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と

 

 

２ 
連
合
体
で
あ
る
労
働
組
合
と
そ
の
加
盟
労
働
組
合
と
が
と
も
に
県
内
の
み
に
組
織
を
有
し

１
に

該
当
す
る
場
合
は

両
者
か
ら
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
こ
と

 

二 

委
員
の
数 

 
 

使
用
者
委
員 
五
人 

 
 

労
働
者
委
員 

五
人 

三 

推
薦
期
間 

 
 

令
和
六
年
四
月
二
日
か
ら
五
月
二
十
二
日
ま
で 

四 

推
薦
書
提
出
先 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
課

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号

 

五 

提
出
書
類 

 

１ 

推
薦
書

別
記

 

一
通 

 

２ 

委
員
候
補
者
の
履
歴
書

市
販
の
横
書
き
の
も
の

 

一
通 

 

３ 

労
働
組
合
に
あ

て
は

労
働
組
合
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
千
葉
県
労
働

委
員
会
の
証
明
書 

一
通 

六 

そ
の
他 

 

１ 

五
の
３
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は

令
和
六
年
四
月
十
九
日
ま
で
に
千

葉
県
労
働
委
員
会
へ
申
請
す
る
こ
と

 

 

２ 

委
員
に
つ
い
て
は

労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条

の
四
第
一
項
の
欠
格
規
定
並
び
に
国
家
公
務
員
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号

地
方
公

務
員
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

及
び
国
会
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九

号

の
兼
職
制
限
禁
止
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る

 

            

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                         

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

   

別
 

記
 

推
 

 
薦

 
 

書
 

 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

  
千

葉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

様
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

使
用

者
団

体
・

労
働

組
合

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

使
用

者
団

体
・

労
働

組
合

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
労

働
組

合
法

第
１

９
条

の
１

２
第

３
項

及
び

労
働

組
合

法
施

行
令

第
２

１
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

千
葉

県
労

働
委

員
会

委
員

（
使

用
者

委
員

・
労

働
者

委
員

）
候

補
者

と
し

て
次

の
者

を
推

薦
し

ま
す

。
 

記
 

 
 

注
 

候
補

者
の

推
薦

に
当

た
っ

て
は

、
本

人
の

承
諾

を
得

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 

ふ
り

が
な

 

 

氏
 

 
名

 

生
年

月
日

 

所
属

職
場

名
 

 

及
び

地
位
 

所
属

使
用

者
団

体

名
・

労
働

組
合

名

及
び

地
位
 

備
 

考
 

 
 

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

4
月

２
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 



  

三 

令和 6 年 4 月 2 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３９２７号 
 

 
 

 

          
 

 
 

                         

                                    

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

更
新

時
講

習
等

に
使

用
す

る
教

本
 

７
４

６
，

６
０

０
冊

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
令

和
６

年
１

月
２

３
日

 
④

一
般

財
団

法
人

全
日

本
交

通
安

全
協

会
 

東
京

都
千

代
田

区
九

段
南

四
丁

目
８

番
１

３
号

 
⑤

１
冊

当
た

り
４

５
．

１
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

１
２

月
８

日
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

４
月

２
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

三
 

神
 

 
 

 
彰

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

管
路

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

サ
ー

バ
機

器
等

賃
貸

借
及

び
保

守
業

務
委

託
（

そ
の

２
）

 
一

式
 

②
千

葉
県

企
業

局
管

理
部

経
理

課
 

千
葉

市
花

見
川

区
幕

張
町

五
丁

目
４

１
７

番
地

２
４

 
③

令
和

６
年

１
月

２
２

日
 

④
東

京
ガ

ス
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

ズ
株

式
会

社
 

東
京

都
港

区
海

岸
一

丁
目

２
番

３
号

 
⑤

６
１

，
１

９
１

，
１

０
８

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
３

７
２

号
）

第
１

１
条

第
１

項
第

１
号

 

  



 
 

 

四 
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


